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株式取得価格決定に対する抗告事件における東京高裁決定について 
 

ＭＢＯの過程で行われた当社による全部取得条項付株式の取得価格を不服として一部の

株主様より裁判所に対し価格の決定が申し立てられており、平成１９年１２月１９日付東

京地裁決定は取得価格を２３万円と定めましたが、平成２０年９月１２日付東京高裁決定

は取得価格を３３万６９６６円と定めました。東京高裁決定の定めた取得価格は当社の企

業実態に照らし著しく高額であり、当社としては到底承服できるものではないため、当社

は最高裁のご判断を仰ぐため、特別抗告及び抗告許可の申立を致しました。 
 

以上 


